
令和６年４月５日
保護者の皆さまへ 行方市教育委員会からのお知らせ

行方市教育委員会

日頃より、本市の教育行政にご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。
標記の件につきまして、中学校生徒の健康体力の保持、教職員の健康及び福祉の確保に向けて、
働き方改革を推進しておりますが、 国の基準とする「教職員超過在校時間４５時間以内」は、
未だに達成していません。
つきましては、今後ともに、教職員の超過在校等時間等の削減、業務改善により創出された教

材研究、校内研修の実施をとおして学校教育の質の向上を図ってまいります。
保護者の皆さまにおかれましては、引き続き、教職員の働き方改革につきまして、ご理解とご

協力をお願い申し上げます。

記

１ 働き方改革の目的
教師のこれまでの働き方を見直し、自ら授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊か

にすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことが
できるようになること。

２ これまでの学校の重点的な取組

〇週２回の５時間授業設定と同様の下校時刻の設定による教材研究、校内研修の時間の確保
〇小学校専科教員の設置・活用 中学校部活動休養日３日の設定
〇平日の部活動時間２時間、休日の活動時間３時間の徹底
〇急を要する校務がない限り児童生徒の完全下校後、２時間以内の退勤の徹底
〇長期休業期間中における定時退勤の徹底
〇「日直等を置かず対外的な業務を行わない日」（以下、学校閉庁日）の設定
８月１３日～１６日及び１２月２７日、２８日、１月４日、１１月１３日（県民の日）
※１２月２９日～１月３日は、休日、祝日

３ 令和６年度 教職員の健康及び福祉の確保を図るための主な取組

・学校以外（地域・保護者等）の主体による登下校支援
・学校以外（地域・保護者等）の主体によるる放課後、夜間等の見回り支援
・地域学校協働本部推進委員（コーディネーター）による地域人材等の連絡調整
・部活動指導員の配置増員
・特別支援教育支援員（小学校）の増員並びに業務内容変更に伴う学校業務支援
・中学校における学校サポーターの配置による学校業務支援(学習評価、成績処理等は除く)
・学校行事等の準備・運営についての地域人材の活用促進、学校行事の精選
・統合型校務支援システムの日常使い
・給食費・バス利用料の公会計化の日常化

４ 保護者・地域の参加・協力
上記３の推進に向けて、下記事項への参加協力をお願いいたします。

⑴ コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）への参加・協力
・地域住民による登下校の見守り・支援、放課後、夜間等の見回り支援
・花壇や通学路等の学校周辺環境の整備
・学習活動（職場体験学習・郷土の伝統・文化芸術学習、社会科見学見守り、
運動会・体育祭、学校行事 等）への支援

⑵ 部活動の地域移行に係る「地域指導者」への参加・協力
⑶ 電話連絡、家庭訪問、等の勤務時間内（原則：8:00～16:30）の実施

※緊急時や特段の事情がある場合を除く


